
制定 近運自二公示第２６号

公 示

旅客自動車運送事業等報告規則第２条の表中における業務の範囲を

限定する条件を付された一般乗用旅客自動車運送事業者について

旅客自動車運送事業等報告規則第２条の表中、第１欄の４及び６に規定する道

路運送法第８６条第１項の規定により業務の範囲を限定する条件を付された一般

乗用旅客自動車運送事業者を下記のとおり定めたので公示する。

平成１８年 ９月２９日

近 畿 運 輸 局 長 島 﨑 有 平

記

・福祉輸送サービスに限定する旨の条件を付された一般乗用旅客自動車

運送事業者

附 則

１．本公示は、平成１８年１０月 １日以降実施する。

２．本公示の実施日の際現に上記許可を受けている場合で、直近の事業年度経

過後１００日を超えている者の改正前の旅客自動車運送事業等報告規則に規

定する事業報告書の提出については、従前の例による。


